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１ 阿南市訪問型生活応援サービス 

阿南市訪問型生活応援サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支

援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を

営むことができるよう、生活援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、も

って利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 

２ 事業者指定 

   阿南市訪問型生活応援サービス事業所の開設にあたっては、阿南市の事業者指定を受けなけ

ればならない。「阿南市指定介護予防日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める要綱」は、①基本方針、②人員基準、③設備基準、④運営基準が定められている。

「人員基準」は、従業者の員数、資格要件に関する基準であり、「設備基準」及び「運営基準」

は、事業者に必要な設備の基準や保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求

められる運営上の基準で、事業目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであ

る。 

   したがって、指定に当たっては上記の①～④の全てを満たす必要がある。なお、訪問介護事

業又は阿南市介護予防訪問介護相当サービスの事業と阿南市訪問型生活応援サービスの事業

とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合、「人員基準」「設備基準」に関して

は、訪問介護事業又は阿南市介護予防訪問介護相当サービスの事業の基準を満たしていること

をもって、阿南市訪問型生活応援サービスの基準を満たしているものとみなすことができる。 
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３ 人員基準 

種  別 内    容 

管理者 

・専従１以上 

※事業所の管理業務に支障がないと認められる場合は、当該事

業所の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事可能 

・常勤である必要はない 

サービス提供責任者 

（訪問介護員等に限る） 

・専従の訪問介護員等（P.5 参照）のうち、利用者の数に応じて

必要と認められる数（管理者との兼務は可能） 

※単独で行う場合の必要数は１以上 

・常勤である必要はない 

訪問介護員等 
・介護福祉士その他介護に関する資格を有する者（P.5 参照） 

・サービス提供責任者として必要と認められる数 

阿南市訪問型生活応援 

サービス従事者 

・必要と認められる数 

※単独で行う場合の必要数は１以上 

・市が実施する別に定める一定の研修修了者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※従前の指定介護予防訪問介護について・・・介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成

２７年厚生労働省令第４号）附則第２条第３号又は第４条第３号の規定によりなおその効力を有

するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

５号）第４条に規定する指定介護予防訪問介護を参照してください。 

 

【阿南市訪問型生活応援サービス事業と一体的に運営している事業が以下の場合】 

○指定訪問介護の事業であるときは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準の訪問介護員等の員数に関する基準（第５条第１項から第

５項まで） 

○阿南市介護予防訪問介護相当サービスの事業であるときは、阿南市指定介護予

防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

の人員に関する基準（第６条第１項から第５項まで） 

※上記のそれぞれの基準を満たすことをもって、阿南市訪問型生活応援サービス

の指定基準を満たしているものとみなす。 
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（１） 管理者   

○ 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者でなければならない。 

ただし、以下の場合であって、管理業務に支障がないと認められる場合、他の職務を兼ねる

ことができる。 

 ① 当該サービス事業の従業者（サービス提供責任者、阿南市訪問型生活応援サービス従事者）

としての職務に従事する場合 

 ② 当該サービス事業所と同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務（＊）に従事する場合で

あって、特に当該サービス事業の管理業務に支障がないと認められる場合（＊同一の事業者の

併設する事業所等に限る。） 

※管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。 

 

 

（２） サービス提供責任者   

 ① 資格 

  サービス提供責任者は、専従の訪問介護員等の中から選任する。 

 

資   格 実務経験の要否 
サービス提供責任者 

体制減算 

介護福祉士 不要 対象外 

実務者研修修了者 不要 対象外 

介護職員初任者研修課程修了者 
必要（3 年以上かつ 540 日以上） 

対象 

その他徳島県が定めるもので旧訪問介護

員養成研修課程1級修了相当とされてい

る者 

不要 対象外 

介護職員初任

者研修課程修

了者とみなさ

れる者 

介護職員基礎研修課程

修了者 
不要 対象外 

訪問介護に関する１級

課程修了者 
不要 対象外 

訪問介護に関する２級

課程修了者 
必要（３年以上かつ 540 日以上） 対象 

  ※平成３０年４月１日以降は任用要件に該当しない。（ただし、平成３０年３月３１日時点で、 

現に従事している者に限り、１年間の経過措置を設けている。） 
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 ② 勤務形態 

   サービス提供責任者は、専従職員（管理者との兼務は可）とする。 

サービス提供責任者が兼務できる場合は以下のとおり 

・当該サービスの提供に支障がない場合 

・同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・指定夜間対応型訪問介

護事業所に従事する場合 

 

 

③ 必要員数 

訪問介護員等のうち、利用者の数に応じ、必要と認められる数の者をサービス提供責任者と

しなければならない。 

 

 

④ 利用者の数の計算方法 

利用者の数は、前 3 月の平均値とする。前 3 月の平均値は、歴月ごとの実利用者数を合算

し、３で除して得た数とする。（新規指定又は再開の場合は、推定数とする。） 

通院等乗降介助のみを利用した者の当該月における利用者の数については、0.1 人として計

算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ サービス提供責任者の責務 

⑴ 阿南市訪問型生活応援サービスの利用の申込みに係る調整をすること。 

⑵ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

⑶ 地域包括支援センターに対し、阿南市訪問型生活応援サービスの提供に当たり把握した

利用者の服薬状況、口腔機能等その他利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情

報の提供を行うこと。 

⑷ サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。 

⑸ 訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状

況についての情報を伝達すること。 

⑹ 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

⑺ 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

⑻ 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

⑼ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

【阿南市訪問型生活応援サービス事業を一体的に行っている場合の利用者の数】 

訪問介護・阿南市介護予防訪問介護相当サービス・阿南市訪問型生活応援サー

ビスの３つのサービス事業の利用者の合計数とする。 
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（３） 訪問介護員等   

 ① 資格 

  訪問介護員等は、有資格者であることが必要である。 

・ 介護福祉士 

・ その他、以下の表に掲げる者 

  ＜訪問介護員等の具体的範囲＞ 

資格・要件等 証明書等 
研修等実施者 

（証明を所管する機関） 

研修等の 

実施時期 

旧課程 

相当級 

介護職員初任者研修 

修了者 
修了証明書 

・都道府県 

・都道府県の指定を受けた養

成研修事業者 

H25 年度～  

社会福祉法及び 

介護福祉法に基づく 

実務者研修修了者 

修了証明書 

・厚生労働大臣の指定を 

受けた介護福祉士実務者 

養成施設 

H24 年度～ 1 級 

訪問介護員養成研修 

課程修了者 

（1 級、2 級） 

修了証明書 

・都道府県 

・都道府県の指定を受けた 

養成研修事業者 

H12 年度～

H24 年度 

該当する 

各研修 

課程 

介護職員基礎研修 

課程修了者 
修了証明書 

・都道府県 

・都道府県の指定を受けた 

養成研修事業者 

H18 年 10 月 

～H24 年度 
 

ホームヘルパー 

養成研修修了者 

（1 級、2 級） 

修了証書 

・都道府県 

・指定都市 

・都道府県、指定都市及び 

厚生省から指定を受けた 

養成研修事業者 

H3 年度～ 

H11 年度 

該当する 

各研修 

課程 

看護師 免許状 ・厚生労働省  1 級 

准看護師 免許状 ・都道府県  1 級 

保健師 免許状 ・厚生労働省  1 級 

居宅介護職員 

初任者研修修了者 
修了証明書 

・都道府県の指定を受けた 

養成研修事業者 
H25 年度～  

居宅介護従事者 

養成研修修了者 

（1 級、2 級） 

修了証明書 

・都道府県 

・指定都市 

・中核市 

・都道府県、指定都市又は 

中核市の指定を受けた 

養成研修事業者 

H13 年度～

H24 年度 

該当する 

各研修 

課程 

生活援助従事者研修

課程修了者 
修了証明書 

・都道府県 

・都道府県の指定を受けた 

養成研修事業者 

Ｈ30.10.1～ 

生活援助中心型サ

ービスのみ提供可 

 

※訪問介護に従事する場合の証明書は、各資格、要件等に係る上記の証明書等を持って替える

ことができるものとする。 
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② 必要員数 

  サービス提供責任者として必要と認められる数（サービス提供責任者は専従の訪問介護員等で

ある必要があるため）。 

 

（４） 阿南市訪問型生活応援サービス従事者   

① 資格 

阿南市が実施する一定の研修修了者であること。 

   ※訪問介護員等に該当する者の場合、一定の研修修了者であることを要しない。 

 

② 必要員数 

訪問介護、阿南市介護予防訪問介護相当サービスの事業と一体的に運営される場合には、必

要と認められる数。 

   阿南市訪問型生活応援サービスの事業を単独で行う場合には、１以上必要と認められる数。 

 

 

  

【用語の説明】 

①常勤 

 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべ

き時間数に達していることをいう。（1 週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32

時間を基本とする） 

②専ら従事する ＝ 専従 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいう。

この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであ

り、当該従業者の常勤・非常勤は問わない。 

③阿南市が実施する一定の研修 

・研修内容…「講義」 介護職員初任者研修のカリキュラムに沿った内容（６時間） 

      「実地研修」 指定訪問介護事業所等の訪問介護員等に同行し、スキルを身につ

ける（２時間以上） 

・受講対象者…事業所に勤務している（予定者含む）者で事業所が推薦する者 
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４ 設備基準 

種  別 内    容 

事業の運営を行うため 

に必要な面積を有する 

専用の事務室 

・間仕切りする等、他の事業の用に供するものと明確に区分される

場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。 

・区分がされていなくても業務に支障がないときは、当該サービス

事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる。 

・事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応する

のに適切なスペースを確保する。 

阿南市訪問型生活応援 

サービスに必要な設備 

及び備品等 

・当該サービス事業に必要な設備及び備品等を確保する。 

・特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に

配慮する。 

・他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、当該サー

ビス事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合

は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を

使用することができる。 

  ※ 事務室・区画、又は設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はな

く、貸与を受けているものであっても差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

訪問介護、阿南市介護予防訪問介護相当サービス、阿南市訪問型生活応

援サービスの３つのサービスが同一事業所において一体的に運営されてい

る場合は、設備を共用することができる。 
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５ 運営基準 

① 内容及び手続の説明及び同意 

② 提供拒否の禁止 

③ サービス提供困難時の対応 

④ 受給資格等の確認 

⑤ 要支援認定等の申請に係る援助 

⑥ 心身の状況等の把握 

⑦ 地域包括支援センター等との連携 

⑧ 介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供 

⑨ 介護予防サービス・支援計画の変更の援助 

⑩ 身分を証する書類の携行 

⑪ サービスの提供の記録 

⑫ 利用料等の受領 

⑬ 保険給付の請求のための証明書の交付 

⑭ 同居家族に対するサービス提供の禁止 

⑮ 利用者に関する市長への通知 

⑯ 緊急時等の対応 

⑰ 管理者及びサービス提供責任者の責務 

⑱ 運営規程 

⑲ 生活援助の総合的な提供 

⑳ 勤務体制の確保等 

㉑ 衛生管理等 

㉒ 掲示 

㉓ 秘密保持等 

㉔ 不当な働きかけの禁止 

㉕ 広告 

㉖ 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止 

㉗ 苦情処理 

㉘ 地域との連携 

㉙ 事故発生時の対応 

㉚ 会計の区分 

㉛ 記録の整備 
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 ① 内容及び手続きの説明及び同意   

サービス提供の開始に際しては、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、

訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、サービス提供の開始について利用申込者等の同意を文書

により得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提供開始についての同意は、利用申込者及びサービス事業者双方を保護する観点から、

書面（契約書等）により確認することが望ましい。 

 

 ② 提供拒否の禁止   

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。事業者は、原則として、利用申込に対し

て応じなければならず、特に要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することはで

きない。 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ サービス提供困難時の対応   

利用申込者に対し、自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、地域包

括支援センター等への連絡、適当な他の阿南市訪問型生活応援サービス事業者等の紹介その他の

必要な措置を速やかに講じなければならない。 

【重要事項を記した文書の記載内容例】 

・法人、事業所の概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービスなど） 

・営業日、営業時間、サービス提供日、サービス提供時間 

・利用料 

・従業者の勤務体制 

・事故発生時の対応 

・苦情処理の体制 

・その他利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項 

※ 重要事項を記した文書を説明した際には、内容を確認した旨及び交付したことがわか

る旨の署名を得ること。 

※ 重要事項説明書の内容と運営規程の内容に相違がないか確認すること。 

【提供を拒むことのできる正当な理由】 

・事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

・利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

・その他利用申込者に対し、自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 
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 ④ 受給資格等の確認   

利用の申込があった場合は、その者の介護保険被保険者証によって、被保険者資格、要支援認

定等の有無及び有効期間を確認する。 

  また、被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、事業者はこれに配慮してサー

ビスを提供するよう努めなければならない。 

 ＊要支援認定を受けていない場合には、事業対象者（チェックリスト該当者）であるかどうかを

確認する。なお、事業対象者には有効期間がないので注意すること。 

 

 ⑤ 要支援認定等の申請に係る援助   

○ 認定申請等に必要な援助 

事業者は、要支援認定等（事業対象者含む）の申請が行われていない場合は、利用申込者の

意向を踏まえ、速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

○ 更新申請等に必要な援助 

   介護予防支援が利用者に対して行われていない場合で必要と認めるときは、要支援認定の有

効期間が終了する遅くとも３０日前には更新申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。 

 

 ⑥ 心身の状況等の把握   

利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心

身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

 

 ⑦ 地域包括支援センター等との連携   

サービスを提供するにあたっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。また、サービスの提供の終了に

あたっては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包

括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

 

 ⑧ 介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供    

介護予防サービス・支援計画が作成されている場合には、当該計画に沿った

サービスを提供しなければならない。 
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 ⑨ 介護予防サービス・支援計画の変更の援助   

利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合には、地域包括支援センターへの

連絡等、必要な援助を行わなければならない。 

 

 ⑩ 身分を証する書類の携行   

阿南市訪問型生活応援サービス従事者等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時や利用者

又はその家族から求められたときは、提示するように指導しなければならない。 

 （例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ サービスの提供の記録   

サービスを提供した際には、具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

  また、利用者から申し出があった場合には、文書の交付、その他適切な方法により、その情報

を利用者に対して提供しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ 利用料等の受領   

利用者負担として、１割、2 割又は３割相当額の支払を受けなければならない。 

  サービスの提供に要した費用について、利用者から支払いを受けたものについては、それぞれ

個別の費用に区分した上で、領収書を交付しなければならない。 

阿南市訪問型生活応援サービス従事者身分証 

        （ 職名 ） 

         ○○ ○○  

上記の者は、○○事業所の阿南市訪問型生活応援 

サービス従事者であることを証明する。 

平成 ○○年 ○月 ○日 

       ○○事業所管理者 

             ○○○○○   □印  
 

写真 

【記録内容】                    

・サービス提供日 

・提供した具体的なサービスの内容 

・利用者の心身の状況 

・その他必要な事項 

 

※サービスを提供した際の記録は、契約解除、

施設の入所等により、利用者へのサービス

提供が終了した日から5年間保管しなけれ

ばならない。 
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・領収書には、阿南市訪問型生活応援サービス費に係るもの（１割・２割・３割利用料）とその

他の費用の額をそれぞれ個別に区分して記載しなければならない。 

・領収書又は請求書にはサービスを提供した日や利用料の内容がわかるようにしなければならな

い。 

 

 ⑬ 保険給付の請求のための証明書の交付   

償還払いを選択している利用者から費用の支払（１０割負担）を受けた場合は、提供したサー

ビスの内容、費用の額その他利用者が保険給付を保険者に対して請求する上で必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。 

 

 ⑭ 同居家族に対するサービス提供の禁止   

事業者は、阿南市訪問型生活応援サービス従事者等に、その同居の家族である利用者に対する

サービスの提供をさせてはならない。 

 

 ⑮ 利用者に関する市長への通知   

利用者が、次のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知し

なければならない。 

  ・正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度

を増進させたと認められるとき。 

  ・偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

 ⑯ 緊急時等の対応   

阿南市訪問型生活応援サービス従事者等は、サービス提供時に利用者の病状の急変が生じた等

の場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 ⑰ 管理者及びサービス提供責任者の責務   

○管理者の責務 

従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならず、従業者に対して運営に関する基準を遵

守させるため、必要な指揮命令を行わなければならない。 

○サービス提供責任者の責務 

  ・訪問介護の利用申込み等の調整 

  ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握する 

  ・サービス担当者会議への出席等により、地域包括支援センター等との連携を図る 
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・阿南市訪問型生活応援サービス従事者等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示し、

利用者の状況についての情報を伝達する 

  ・阿南市訪問型生活応援サービス従事者等の業務の実施状況を把握する 

  ・阿南市訪問型生活応援サービス従事者等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施する 

  ・阿南市訪問型生活応援サービス従事者等に対する研修、技術指導等を実施する 

  ・その他サービス内容の管理について必要な業務を実施する 

 

 ⑱ 運営規程   

運営規程には次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければならな

い。 

  ア 事業の目的、運営の方針、事業所名称、事業所所在地 

 イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ウ 営業日及び営業時間 

  エ サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

  オ 通常の事業の実施地域 

  カ 緊急時等における対応方法 

  キ その他運営に関する重要事項（事故発生時の対応、秘密保持、苦情処理等） 

 

 ⑲ 生活援助の総合的な提供   

生活援助を常に総合的に提供するものとし、生活援助のうち特定の支援に偏ってはならない。 

 

 ⑳ 勤務体制の確保等   

○ 利用者に対し、適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに阿南市訪問型生活応援サー

ビス従事者等の勤務の体制を定め、それを記録しておかなければならない。 

○ 当該事業所の阿南市訪問型生活応援サービス従事者等によって、サービスを提供しなければ

ならない。 

○ 当該事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【勤務の体制について】 

・月ごとに、勤務表を作成する。 

 ・訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者等と

の兼務の関係、サービス提供責任者である旨等を明確にする必要がある。 

【研修について】 

 ・阿南市訪問型生活応援サービス従事者等の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研

修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する。 
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 ㉑ 衛生管理等   

○ 阿南市訪問型生活応援サービス従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を

行わなければならない。 

○ 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 ㉒ 掲示   

事業所の利用者が見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料、苦情処理の

概要等その他のサービス提供の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

 ㉓ 秘密保持等   

○ 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはな

らない。 

○ 従業員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏

らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

○ サービス担当者会議等において、地域包括支援センターや他のサービス事業者に対して利用

者に関する情報を提供する場合には、あらかじめ利用者及び家族等に説明を行い、文書によ

り同意を得ておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 ㉔ 不当な働きかけの禁止   

阿南市訪問型生活応援サービス事業者は、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント

実施者に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない。 

 

 ㉕ 広告   

広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

 

阿南市訪問型生活応援サービス従事者等が感染源となることを予防し、また、感染の危険から

守るため、使い捨て手袋等の備品を備えるなどの対策が必要 

【必要な措置】 

従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用時等に取り決

め、例えば違約金についての定めをおくなどの措置を講ずるべきとされている。 
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 ㉖ 地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止   

居宅介護支援の公正中立性を確保するために、地域包括支援センター又はその従業者に対し、

利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産

上の利益を供与してはならない。 

 

 ㉗ 苦情処理   

事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

  また、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所へ苦情があった場合 
・苦情の受付日及び内容を記録する 

・苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行う 

市へ苦情があった場合 

・事業所は市が行う調査に協力しなければならない 

（文書その他の物件の提出や提示、市職員からの質問・照会に応

じなければならない） 

・市から指導、助言があった場合は、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

・市からの求めがあった場合、指導又は助言に従って行った改善の

内容を市へ報告しなければならない。 

国保連合会へ苦情があった

場合 

・事業所は国保連が行う調査に協力しなければならない。 

（文書その他の物件の提出や提示、国保連職員からの質問・照会

に応じなければならない） 

・国保連から指導、助言があった場合は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 

・国保連からの求めがあった場合、指導又は助言に従って行った改

善の内容を国保連へ報告しなければならない。 

 

【必要な措置】 

具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために

講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文

書（重要事項説明書等）に苦情に対する措置の概要についても記載するとともに、事業所に掲示

するなどである。 
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 ㉘ 地域との連携   

○ 提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情に関しては、市が派遣する介護相

談員等による相談や援助に協力するよう努めなければならない。 

○ 市が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て行う事業に協力するよう努

めなければならない。 

 ㉙ 事故発生時の対応   

○ サービスの提供により事故が発生した場合には、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る

地域包括支援センターへ連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

○ 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。 

○ サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉚ 会計の区分   

当該事業者は、阿南市訪問型生活応援サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しな

ければならない。 

 

 ㉛ 記録の整備   

○ 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その完結の日から 5 年間保存しなけ

ればならない。 

・従業者の勤務の体制についての記録 

・サービス費の請求に関して国保連合会に提出したものの写し 

・サービス計画 

   ・提供した個々のサービスの内容等の記録 

   ・市町村への通知（利用者が正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと

により、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき、又は利用者が偽りその他の

不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときに、事業者が市に行う通知）

に係る記録 

・提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 

・提供したサービスに関する事故の状況及び事故に際してとった処置の記録 

・ 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらか

じめ当該事業者が定めておくことが望ましい。 

・ 当該事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入し

ておくか、又は賠償資力を有することが望ましい。 

・ 当該事業者は、事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じ

る。 
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６ 介護報酬等 

（１）阿南市訪問型生活応援サービス費 

 ① １回当たりの単価設定   

旧介護予防訪問介護では、月額包括報酬（定額制）とされていたが、阿南市訪問型生活応援サ

ービスにおいては、「サービス利用実績に応じた報酬設定」の観点から、原則として、１回当た

りの単価設定による報酬を用いることとする。 

 

＜区分と単位数＞ 

週に１回程度 

月 4 回まで 239単位/回 

月 5 回以上 1,051 単位/月  

事業対象者 

要支援１・２ 

週に 2回程度 

月 8 回まで 243単位/回 

月 9 回以上 2,102 単位/月 

事業対象者 

要支援１・２ 

週に 3回以上 

月 12 回まで 257単位/回 

月 13 回以上 3,334単位/月 

事業対象者 

要支援２ 

 

○ 原則として、サービス提供実績に基づき、1 回当たりの単価により請求する。 

※ 例外的に日割り計算を行う場合については、日割り請求に係る取扱いを参照 

＜例＞  

週に 1 回程度の利用者に対し、1 月に 4 回サービスを提供した場合 239 単位×4 回 

週に 1 回程度の利用者に対し、1 月に５回サービスを提供した場合 1,051 単位 

週に 2 回程度の利用者に対し、1 月に 8 回サービスを提供した場合 243 単位×８回 

週に 2 回程度の利用者に対し、1 月に 9 回サービスを提供した場合 2,102 単位 

週に 2 回程度の利用者で、1 月に 9 回のサービスを提供予定であった

が、体調不良により１月に 3 回の提供となった場合 

243 単位×3 回 
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○ 支給区分（1 週間のサービス回数） 

地域包括支援センターによる適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス・支援

計画において、サービス担当者会議等によって得られた専門的見地からの意見等を勘案して、

標準的に想定される 1週当たりのサービス提供頻度に基づき、各区分を位置づける。 

   利用者の状態等により、当初の支給区分において想定されたよりも少ないサービス提供又は

当初の支給区分以上のサービス提供となった場合であっても、月の途中での支給区分の変更は

不要である。 

＜例＞ 

週に 1 回の提供を想定していたが、 

状態の悪化に伴い 1月に 7 回のサービス提供となった場合 

1 週に 1回程度として 

1,051 単位 

週に２回の提供を想定していたが、 

状態の改善に伴い 1月に４回のサービス提供となった場合 

1 週に 2回程度として 

243 単位×4 回 

  ※上記の例のような場合、翌月の支給区分については、利用者の新たな状態や新たに設定した

目標に応じた区分によるサービス計画等を定める必要がある。 

 

 

○ 阿南市介護予防訪問介護相当サービスと併用する場合については、両サービスを合計した 1

週当たりのサービス提供頻度により、各区分を位置付ける。 

  ※ 阿南市介護予防訪問介護相当サービスと併用する場合は、両サービスの単位数（加算を除

く）の合計に、次のとおり上限が設けられているので、注意する。 

 

＜上限の単位数＞ 

週に 1回程度 1,168 単位/月 事業対象者  要支援１・２ 

週に 2回程度 2,335 単位/月 事業対象者  要支援１・２ 

週に 3回以上 3,704 単位/月 事業対象者  要支援２  

 

＜例＞  

週に 1 回程度の利用者に対し、 

阿南市介護予防訪問介護相当サービスを 1 月に 2

回、生活応援サービスを 1 月に 2回提供した場合 

（266 単位×2回）＋（239 単位×2 回） 

＝1,010 単位＜1,168単位 ⇒算定可 

週に１回程度の利用者に対し、 

阿南市介護予防訪問介護相当サービスを 1 月に 2

回、生活応援サービスを 1 月に３回提供した場合 

（266 単位×2回）＋（239 単位×３回） 

＝1,249 単位＞1,168単位 ⇒算定不可 
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○ 1 回当たりのサービス提供時間 

   介護予防サービス・支援計画において設定された生活機能向上に係る目標の達成状況に応じ

て必要な程度の量をサービス事業者が作成する阿南市訪問型生活応援サービス計画に位置付

けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）加算等の体制の届出 

○ 届出の要件審査・受理 

事業所等からの届出について、審査を行い、要件を満たしている届出を受理する。要件審査

は、標準的には 2週間以内（遅くとも１か月以内）に行われることになる。 

加算等を届け出た日と算定開始月は、次のとおりである。 

① 毎月 15日以前に届出 → 翌月から 

② 毎月 16日以後に届出 → 翌々月から 

 

 

○ 加算の要件を満たさなくなった場合 

   加算等の基準に該当しなくなった（該当しなくなることが明らかになった）ときには、その

旨を速やかに届出することが必要。 

   加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことができない。この場合は、届出を

行わず請求を行ったときには、支払われた介護給付費は不当利益となるので、市に返還するこ

ととなる。 

 

【日割り請求に係る取扱い】 

1 月の提供回数が一定回数を超え、月額の単位数となる場合で、以下の①～④のいずれか

に該当する場合は、日割り計算を行うこととなる。 

① 区分変更となった場合（要介護→要支援、要支援１⇔要支援２） 

② 同一保険者管内での転居等によりサービス事業所を変更した場合 

③ 月途中に介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を退

（入）所し、その後（前）、阿南市訪問型生活応援サービスを利用する場合 

④ 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サ

ービスの利用日以外に阿南市訪問型生活応援サービスを利用する場合 

   ※③④の場合、短期入所サービス等の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求を

行う。 

  例 要支援 2 の利用者が、8 月に短期入所生活介護を 7日利用し、同月中に阿南市訪問型

生活応援サービスを利用した場合の算定・・・基本のサービス費 ×（24/30.4）日 
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（３）加算と減算 

 ＜加算＞ 

加算の種類 単  価 

① 特別地域加算 所定単位数の 15% 

② 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の 10% 

③ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の５% 

④ 初回加算 200 単位/月 

⑤ 介護職員処遇改善加算 

（Ⅰ） 所定単位数の 13.7％ 

（Ⅱ） 所定単位数の 10.0％ 

（Ⅲ） 所定単位数の 5.5％ 

（Ⅳ） （Ⅲ）で算定した単位数の 90％ 

（Ⅴ） （Ⅲ）で算定した単位数の 80％ 

＜減算＞ 

加算の種類 単  価 

⑥ サービス提供責任者体制の減算 所定単位数の 70% 

⑦ 同一建物に居住する利用者に対する減算 所定単位数の 90% 

※⑥については、平成３１年度以降は廃止 

 

 

 ① 特別地域加算 所定単位数の 15％  

別に厚生労働大臣が定める地域に所在するサービス事業所（その一部として使用される事務所

が当該地域に所在しない場合は、当該事業所を除く。）又はその一部として使用される事務所の

訪問介護員等がサービスを行った場合に加算する。 

加 算 名 対 象 地 域 

特別地域加算 

（15％加算） 

ア 離島振興対策実施地域（離島振興法）⇒伊島町 

イ 奄美群島 

ウ 振興山村（山村振興法で指定する地域） 

エ 小笠原諸島 

オ 沖縄振興特別措置法に規定する離島 

カ 人口密度が希薄・交通が不便等の理由で、サービス確保が 

著しく困難な地域として厚生労働大臣が定めた地域 
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 ② 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の１０%  

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

サービス事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事業所を除

く。）又はその一部として使用される事務所の阿南市訪問型生活応援サービス従事者等がサービ

スを行った場合に加算する。 

加 算 名 対 象 地 域 

中山間地域等における 

小規模事業所加算 

（10％加算） 

特別地域加算の対象地域を除いた以下に該当する地域 

㋐ 豪雪地帯・特別豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法） 

㋑ 辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の 

特別措置等に関する法律） 

㋒ 半島振興対策実施地域（半島振興法） 

㋓ 特定農山村地域（特定農山村法） 

㋔ 過疎地域（過疎地域自立促進特別措置法） 

 

 

 ③ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の５％  

事業所の阿南市訪問型生活応援サービス従事者等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住し

ている利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行った場合に加算する。 

加 算 名 対 象 地 域 

中山間地域等に居住する者への 

サービス提供加算（5％加算） 
上記ア～オ及び㋐～㋔の地域 

 

 

 ④ 初回加算 200 単位/月  

新規に阿南市訪問型生活応援サービス計画を作成した利用者に対して、初回若しくは初回に実

施した生活援助と同月内に、サービス提供責任者が、自ら生活援助を行う場合又は他の阿南市訪

問型生活応援サービス従事者等が生活援助を行う際に同行訪問した場合に加算する。 
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 ⑤ 介護職員処遇改善加算   

 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・・・ 介護報酬総単位数の 13.7％に相当する単位数 

  介護職員処遇改善加算（Ⅱ）・・・ 介護報酬総単位数の 10.0％に相当する単位数 

  介護職員処遇改善加算（Ⅲ）・・・ 介護報酬総単位数の 5.5％に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）・・・ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の 90％に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ）・・・ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）の 80％に相当する単位数 

＜算定要件＞ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） (1)～(7)①かつ②かつ③及び(８)① に適合する場合 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） (1)～(7)①かつ②及び(８)① に適合する場合 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） (1)～(7)①又は②及び(８)② に適合する場合 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） (1)～(6)及び(7)①、②、(８)②のいずれかに適合する場合 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ） (1)～(6)全てに適合する場合 

 

（Ⅰ）～（Ⅴ） 

共通の要件 

(1) 介護職員の賃金（退職手当を除く）の改善（以下「賃金改善」）に要する費

用の見込額が、本加算の見込額を上回る程度の賃金改善に関する計画を策定

し、その計画に基づき適切な処置を講じている。 

【厚労省Ｑ＆Ａ Ｈ27.1.9 版】 

Ｑ 総合事業に移行した市町村において、移行前に予防給付を受けていた者が、要支援の認定有

効期間が満了した翌月から、基本チェックリストによるサービス事業対象者として総合事業の

サービスを利用した場合、総合事業開始月に初回加算を算定してよいか。 

Ａ 

１ 初回加算の算定については、基本的には、指定居宅介護支援、指定介護予防支援における基

準に準じることとしており、 

①新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合（介護予防ケアマネジメントの実施が終了

して二月以上経過した後に、介護予防ケアマネジメントを実施する場合）、 

②要介護者が、要支援認定を受け、あるいはサービス事業対象者として介護予防ケアマネジメ

ントを実施する場合に算定できると考えている。 

２ お尋ねの場合においては、要支援者からサービス事業対象者に移行しており、いずれにして

も従来の要支援者に相当する者であって、上記の条件には該当しないため、初回加算の算定を

行うことはできない。 
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(2) 事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、その計画の実施期間、実施

方法などの介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書

を作成し、全ての介護職員に周知し、県（市）に届け出ている。 

(3) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施する。 

(4) 当該事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を

報告する。 

(5) 算定日が属する月の前 12 月間において、労働基準法、労災保険法、最低

賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法などの労働関係法令に違反し、罰金以

上の刑に処せられていない。 

(6) 当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われている。 

キャリアパス要件と

職場環境等要件 

(7) キャリアパス

要件 

①キャリアパス要件１ 

介護職員の任用の際における職責または職務内容等の要

件（賃金も含む）を定めている。また、その定めている要件

について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知してい

る。 

キャリアパス要件と

職場環境等要件 

(7) キャリアパス

要件 

②キャリアパス要件２ 

介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施または研修の機会を確保している。ま

た、そのことについて、全ての職員に周知している。 

③キャリアパス要件３ 

介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する

仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組

みを設けていること。具体的には、次のアからウまでのいず

れかに該当する仕組みであること。また、その内容について、

就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職

員に周知していること。  

ア 経験に応じて昇給する仕組み 

   「継続年数」や「実務者研修修了者」などの取得に応

じて昇給する仕組みである。 

イ 資格等に応じて昇給する仕組み 

  「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に

応じて昇給する仕組みである。ただし、介護福祉士資格

を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇

給が図られる仕組みであることを要する。 

ウ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

   「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給

する仕組みである。ただし、客観的な評価基準や昇給条

件が明文化されていることを要する。 



24 

 

(８) 

職場環境等要件 

① 平成27年4月から(2)の届出をした月の前月までに実

施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するもの

を除く）と介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知している。 

② 平成 20 年 10 月から(2)の届出をした月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するも

のを除く）と介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職

員に周知している。 

 

  

【厚労省Ｑ＆Ａ Ｈ28.4.18 版】 

Ｑ 介護予防・日常生活支援総合事業における旧介護予防訪問介護に相当するサービス又は旧介

護予防通所介護に相当するサービスの加算については、旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通

所介護の例によることとされているが、介護職員処遇改善加算の届出についての取扱い如何。

また、緩和した基準によるサービスについてはどうか。 

Ａ 

 1 みなし指定の事業者以外の指定事業者については、次のとおりとする。 

(1) 訪問型サービス又は通所型サービスのみの指定事業者については、「介護職員処遇改善加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（平成 27年 3月

31 日老発 0331第 34号厚生労働省老健局長）」に準じて市町村に届け出るものとする。 

(2)  介護給付と訪問型サービス又は通所型サービスを一体的に実施している場合は、「介護職

員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（平成

27 年 3月 31 日老発０３３１第３４号厚生労働省老健局長）」に準じて、介護給付の介護

職員処遇改善加算の届出先が都道府県である場合は、都道府県へ届出を行うとともに、当該

届出の写しを市町村へ届け出ることとする。（届出先が市町村である場合は、市町村へ届出

を行うのみでよい。） 

※ みなし指定の事業者については、既に示しているとおり、介護予防訪問介護又は介護予防

通所介護の介護職員処遇改善加算に関する届出が都道府県又は政令指定都市・中核市に行わ

れ、別紙等が添付されている場合は、市町村への届出及び別紙等の添付は不要としている。 

（参考）「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用

の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援の要する費用の

額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び

指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給

付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について（平成 12 年 3 月 8 日老企第

41 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）」第６２ 

２ なお、緩和した基準によるサービス（訪問型サービスＡ、通所型サービスＡ）については、

市町村の定める取扱いにより、市町村へ届け出る。 



25 

 

 ⑥ サービス提供責任者体制の減算 所定単位数の 70％   

※ 平成３１年度から廃止 

  サービス提供責任者の任用要件として、「3年以上（かつ 540 日以上）介護等の業務に従事し

たものであって初任者研修を修了したもの」があるが、これは暫定的な要件であり、サービス提

供責任者の質の向上を図り、将来に向けこの暫定措置を解消することとされている。 

・ 本減算は、1 月間（暦月）で１日以上、初任者研修課程修了者（介護職員基礎研修課程修

了者、1 級課程修了者又は看護師等の資格を有する者を除く。）のサービス提供責任者を配

置している事業所について、当該月（初任者研修課程修了者のサービス提供責任者が 1 日で

も配置されていた月）の翌月に提供されたすべての阿南市訪問型生活応援サービスに適用と

なり、所定単位の 100 分の 70 の単位で算定しなければならない。 

 

 

 

 

○ 減算適用となる月の例外 

・ 初任者研修課程修了者のサービス提供責任者が、月の途中に介護福祉士等となった場合に

ついては、翌月から減算は適用されないこと。 

  また、配置時点で介護福祉士等である者についても、本減算の適用対象者とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例＞  

・４月４日から４月３０日まで２級ヘルパー資格のサービス提供責任者が配置されていた事業所 

 ⇒当該事業所の５月サービス提供分すべてに減算が適用 

・４月５日から５月１５日まで２級ヘルパー資格のサービス提供責任者が配置されていた事業所 

 ⇒当該事業所の５月サービス提供分及び６月サービス提供分すべてに減算が適用 

【介護福祉士等】 

・介護福祉士の資格を取得した者（試験の合格者を含む） 

・実務者研修又は介護職員基礎研修課程又は１級課程を修了した者 

（全カリュキュラムを修了している場合、必ずしも修了証明書の交付を求めない。） 

＜例＞ 

月の途中で人員配置変更を行い、初任者研修課程修了者のサービス提供責任者を 

別の介護福祉士等に変更した場合 

・介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者本人が、介護福祉士の試験合

格や研修等を修了した場合のみ、「翌月から減算は適用されない」こととなる。 

・月途中でヘルパー２級課程修了者を異動させ、代わりに介護福祉士のサービス提供責任

者を新たに配置した場合は、当該月においては「１月間（暦月）で１日以上、ヘルパー

２級課程修了者であるサービス提供責任者を配置したこととなるため、当該月の翌月に

提供したすべての訪問介護費に対し、減算が適用されることとなる。 
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 ⑦ 同一建物に居住する利用者に対する減算 所定単位数の 90％   

阿南市訪問型生活応援サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地

内の建物若しくは阿南市訪問型生活応援サービス事業所と同一建物に居住する利用者又は阿南

市訪問型生活応援サービス事業所における1月あたりの利用者が同一の建物に20人以上居住す

る建物の利用者に対し、阿南市訪問型生活応援サービスを行った場合は、所定単位数の 100 分

の 90 に相当する単位数を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①【同一の敷地若しくは隣接する敷地内】の定義 

事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該事業

所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち、効率的なサー

ビス提供が可能なものを指す。 

具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部分に阿南市訪問型生活応援サービス

事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣

接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接す

る場合などが該当するものである。 

②【同一建物に 20 人以上居住する建物】の定義 

・ ①に該当する範囲以外の建築物で、当該建築物に当該事業所の利用者が 20 人以上居住す

る場合に該当する。 

  同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数の合算はしない。 

・ 利用者数は、1月間（歴月）の利用者数の平均を用いる。この場合、1 月間の利用者数の

平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者数の合計を当該月の日数

で除して得た数（小数点以下切り捨て）とする。 

③【減算の対象とならない事例】 

  この減算は、阿南市訪問型生活応援サービス事業所と建築物の位置関係により、効率的なサ

ービス提供が可能であることを適切に評価することが趣旨であることに鑑み、本減算の適用に

ついては、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。具体的には、次のよ

うな場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用しない。 

（同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に該当しないものの例） 

  ・同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

  ・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回

しなければならない場合 

※ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建物の管理、運営を行 

う法人と当該事業所を運営する法人がそれぞれ異なる場合であっても減算を適用する。 
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（４）利用者負担 

○ 通常の利用料（原則 1 割、一定以上の所得者は 2 割又は３割負担） 

○ 通常の事業実施地域以外でサービスを提供する場合、別に定める交通費の徴収が可能（た

だし、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を算定する場合は徴収できない。） 

【厚労省Ｑ＆Ａ Ｈ27.8.19 版】 

Ｑ 訪問介護の集合住宅の減算については、従前の介護予防訪問介護に相当するサービスの利用

者も含めて計算するとあるが、緩和した基準によるサービスの利用者は含めないと考えてよい

か。 

Ａ 

  貴見のとおり。 


